
結核患者収容モデル事業実施要綱

1　事業の目的

本事業は､平成三年五月二十七目付公衆衛生審議会の意見｢結核患者収容施設のあ

り方について｣及び平成十一年六月三十日付同審議会の意見｢二一世紀に向けての結

核対策｣並びに平成十四年三月二十日付厚生科学審議会感染症分科会結核部会報告｢結

核対策の包括的見直しに関する提言｣の趣旨を踏まえ､結核患者の高齢化等に伴って

複雑化する､高度な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神障害者である結核

患者に対して､医療上の必要性から､一般病床又は精神病床において収容治療するた

めのより適切な基準を策定するためにモデル事業として行うものである｡

2　事業実施者の要件

本事業の名称は｢結核患者収容モデル事業｣ (以下｢モデル事業｣という｡)とし､

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第-条の五に定める病院であり､本要領に示

す諸要件を満たすものの開設者のうち､都道府県知事､政令市市長又は特別区区長の

推薦を受けた者であって､かつ､厚生労働省の指定を受けた者(以下｢実施者｣とい

う｡)が行う｡また､モデル事業は､医療法第七条第二項第-早(精神病床)及び第五

号(一般病床)において行うこととし､当該病院の開設者は事業実施に先立って､感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号｡

以下｢感染症法｣という｡)第三十八条に基づく第二種感染症指定医療機関又は結核指

定医療機関の指定(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一

都を改正する法律(平成十八年法律第百六号)附則第六条により当該指定を受けたも
のとみなされる場合を含む｡)を受けなければならない｡

なお､モデル事業を実施する病院は､感染症法による入院の勧告･措置に対応する

医療機関として､結核患者の収容を行うことができるものとする｡

3　結核患者の要件

(1)モデル事業において収容治療する結核患者の要件は､別紙｢モデル病室に収容す

る結核患者の要件｣による｡

(2)モデル事業において､結核患者が別紙の要件に該当しなくなった場合には､速や

かに結核病床において収容治療すること｡

4　施設の構造及び設備に関する要件

(1)モデル病室及びモデル区域

結核患者を収容する病室(以下｢モデル病室｣という｡)及びその周辺区域であっ

て､モデル病室以外の病室(以下｢一般病室等｣という｡)との境界内(以下｢モデ

ル区域｣という｡)の構造及び設備は次の要件を満たすこと.

ア　空気しや断

モデル病室又はモデル区域と他の病室との境は､空気の流出をしや断できる構



造とし､出入口の扉は､病室の空気の循環にできるだけ影響を与えないよう､引

き戸とし､扉は自動的に閉じる構造とすること｡

イ　換気

①　モデル病室及びモデル区域は独立した換気設備にすることとし､その空気は

直接屋外-排気し､排気口は､他の建物の吸気口や病室の窓等から離して行う

など､他-の感染の危険がないよう工夫すること｡

②　一般病室等と共通吸気設備を使用する場合には､機械換気設備が停止しても

逆流したり他の一般換気に混入することのないようにすること｡

③　モデル病室及びモデル区域を陰圧に保つ設備の設置はさらに望ましいこと｡

り　殺菌設備等

モデル病室及びモデル区域の空気を殺菌､除菌する設備を設置することが望ま

しいo

なお､この設備を設置する場合は､空気の流れ等を考慮し､最も有効的な場所

に設置するとともに､紫外線を使用するに当たっては､患者及び病院職員等の眼

の安全確保に十分留意すること｡

エ　手洗設備

常に適切な手指の流水洗浄･消毒ができる設備をモデル病室及びモデル区域内

に設置するこ･と｡

オ　便所

便所は､原則として､モデル病室及びモデル区域内に設置することとするが､

他の患者(結核患者でない患者をいう｡以下同じ｡)との共用便所を使用する場合

は､結核患者専用のトイレを設け､そのトイレには､紫外線殺菌灯等の殺菌設備

を整備すること｡

カ　浴室

浴室は､モデル病室及びモデル区域内に設けることが望ましいが､やむをえず

結核患者と他の患者が共用する場合は､同時に使用させないこと｡

キ　談話室等

談話室は､モデル病室及びモデル区域内に設置することとし､食事は配膳によ

り､モデル病室内で行わせるものとする｡

(2)モデル病室及びモデル区域以外の施設

モデル柄室及びモデル区域以外で結核患者が利用する主な施設の構造及び設備は

次の要件を満たすこと｡また､結核患者がモデル病室及びモデル区域からできるだ

け近くにある施設､設備を使用できるよう配慮すること｡

ア　処置室

モデル病室及びモデル区域に隣接して結核患者専用の処置室を設けることが望

ましい｡

イ　エレベーター､廊下等

結核患者がェレベーター､廊下等を使用する場合には､なるべく他の患者との

接触を少なくするよう配慮するo



ウ　殺菌設備等

モデル病室及びモデル区域以外の施設に空気殺菌等の設備を設置する場合は､

空気の流れ等を考慮し､最も有効的な場所に設置するとともに､紫外線を使用す

る場合は患者及び病院職員等の眼の安全確保に十分留意すること｡

5　患者管理及び施設運営に関する要件

実施者は､結核が主に空気を介して感染することに十分留意し､当該施設の管理者

(医療法第十条に定める管理者)をもって他の患者及び病院職員等に感染しないよう

十分管理させること｡

(1)モデル病室及びモデル区域

ア　混合収容の制限

モデル病室に結核患者を収容している間は､その病室に他の患者を同時に収容

しないこと｡

イ　気密性の維持

モデル病室の窓､扉及びモデル区域と他の病室等との境界に設置した扉は､室

内の空気が不必要に流出しないよう必要最低限の開閉に止めるよう留意すること｡

(2)モデル病室以外の施設

ア　診察室､処置室等の使用

診療のために使用する診察室､処置室等には､結核患者と他の患者を同時に入

室させないこと｡

イ　他の患者が使用する談話室､食堂等の使用

他の患者が使用する談話室､食堂等は､結核患者に使用させないことo

ウ　マスクの使用

感染性結核患者がモデル病室及びモデル区域を出る場合及び入室する職員や家

族等に接触する場合は､患者は通常のガーゼマスク又は使い捨てマスクを着用す

ること｡

(3)医療廃棄物等

結核患者に対する医療行為等により不要となった包帯､ガーゼ､マスク等の医療

廃棄物及び患者が使用したティッシュペーパー等のごみの取扱いについては､ ｢感染

性廃棄物処理マニュアル｣ (平成四年八月十三日衛環第二三四号厚生省生活衛生局水

道環境部長通知｢感染性廃棄物の適正処理について｣)に基づいて適切に処理するこ

と｡

(4)看護の基準

モデル事業における看護の基準は､原則として既に承認されている基準看護によ

って行うこと｡

(5)その他

モデル病室に収容する結核患者及びその家族等に対して､モデル事業の趣旨及び

結核感染防止上の注意事項を十分周知徹底すること｡



6　その他の要件

(1)モデル事業に従事する病院職員について､定期的に結核感染の有無を検査によっ

て確認しなければならない｡この際､ツベルクリン反応検査も行い､結果を記録し

て比較検討することが望ましい｡

(2)モデル事業実施施設には､結核に関する診断､治療､看護及び十分な知識､経験

を有する医師及び看護師が常勤していることを原則とする｡

(3)院内感染防止､職員の健康管理及び研修等に関する事項を検討するための委員会

を設置し､モデル事業を適正に実施するための運営組織を確率すること｡

(4)医師及び看護師等の病院職員を結核に関する研修会等､モデル事業の適正な実施

に資する会合等に積極的に参加させること｡

(5)結核菌による曝露状況を把握するため､モデル事業に係る諸施設について定期的

に結核菌有無の検査を行うこと｡

(6)モデル事業実施施設の他の患者から結核が発生した場合は､結核予防法に基づく

届出のほか､厚生労働省に連絡するとともに感染原因を究明し､もし､モデル事業

の実施によって感染したことが判明した場合は､速やかに所要の改善を図ること｡

(7)実施者は､各年度におけるモデル事業の実施結果を別添様式により翌年度の五月

末日までに都道府県､政令市及び特別区を経由の上､厚生労働省に報告すること｡

(8)モデル事業の実施状況について厚生労働省が別途連絡する調査等に協力することD

別　紙

モデル病室に収容する結核患者の要件

モデル病室に収容する結核患者は､結核の治療が必要な者のうち､次の条件の一つ以

上に該当する者とするo

①　合併症が重症あるいは専門的高度的医療又は特殊医療を必要とする場合

②　合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある場合

③　入院を要する精神障害者でる場合



様式

結核患者収容モデル事業実績報告

1　事業実施者

2　事業実施機関　　　平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

3　モデル病室における病床数　　　　　　床

4　モデル病室-の収容者で､次に該当する者

(I)結核患者であって他の疾病等との

合併症を持つ患者数　　　　　　(　)人

(2)結核患者以外の患者数　　　　　　(

5　上記4の患者に係る入院日数

(1) (1)の場合

別紙のとおり

(2) (2)の場合

①延べ入院日数･　　　　　　　　　目

②平均利用日数　　　　　　　　　日

6　実施要領｢6　その他の要件｣等に関して

(1) (2)による常勤者

･　医　師　　　　　　　人

･　看護師　　　　　　人

･　その他　　　　　　人　　　　　計

)人　　合計　　　　(　)人

(2) (3)による委員会の設置について

･設置済み　･検討中

(3) (5)による菌検査の実施について

･　実施した(年　　回)　･　実施しなかった(理由:

※1　本表は､事業実施者ごとに作成すること｡

2　4については延べ人数を記入することとし､ ( )内には実数を記入すること｡

3　5の｢(1)の場合｣ (別紙)については､

且農であり､モデル病床以外の病床における日数は含まないことoまた､ ｢(2)の場

合｣については､上記4の(2)に係る延べ日数とすること｡

4　5における｢②平均利用目数｣は､年度における上記3の病床に対する利用日数

(延べ入院日数/モデル病室における病床数)であること｡



別紙

(I)の場合　(単位:目)

入院実日数 俘y[傲ykﾂ� �?ﾈ����?ｩ�B�合併症名 

患者A �?｢� 亅8�$�uB�日 ��

患者B 冦｢� 亅8�$�｢�日 ��

患者C �?｢� 亅8�$�ｲ�目 ��

患者D �?｢� 亅8�$�ﾂ�日 ��

患者E �?｢� 亅8�$�ﾒ�日 ��

患者F 冦｢� 亅8�$���日 ��

患者G �?｢� 亅8�$���日 ��

患者H �?｢� 亅8�$���日 ��

患者Ⅰ �?｢� 亅8�$���日 ��

患者J �?｢� 亅8�$�"�目 ��

患者K 冦｢� 亅8�$�2�日 ��

患者L �?｢� 亅8�$�B�目 ��

患者M �?｢� 亅8�$�R�目 ��

患者N ��?｢� 亅8�$�b�目 ��

患者o 冦｢� 亅8�$�r�目 ��

患者p �?｢� 亅8�$���日 ��

患者Q �?｢� 亅8�$���日 ��

患者R �?｢� 亅8�$�｢�日 ��

患者S �?｢� 亅8�$$��目 ��

患者T �?｢� 亅8�$$"�日 ��

患者U �?｢� 亅8�$$2�日 ��

患者Ⅴ �?｢� 亅8�$$B�日 ��

患者W �?｢� 亅8�$$R�日 ��

患者Ⅹ �?｢� 亅8�$$b�日 ��

患者Y �?｢� 亅8�$$r�‖ ��

患者Z �?｢� 亅8�$$��日 ��

患者AA �?｢� 亅8�$(uB�日 ��

患者AB �?｢� 亅8�$$｢�日 ��

患者AC �?｢� 亅8�$$ｲ�日 ��

患者AD �?｢� 亅8�$$ﾂ�日 ��

患者AE �?｢� 亅8�$$ﾒ�目 ��

患者AF �?｢� 亅8�$$��目 ��

患者AG �?｢� 俘xﾇb�B�-y?ｩ�B�日 ��

患者AH �?｢� 兌ﾘｼ�駅��?ｩ�B�日 ��


